＜参考例＞
○○自治会防犯カメラ設置・運用要領

１　趣旨
　この要領は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、事項に定める設置目的を達成するため、○○自治会が国道、県道、市道や里道（以下、「公道等」という。）に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとし、もってその適正な設置運用を図るものとする。

２　設置目的
　防犯カメラは、公道等における犯罪防止や事故防止のために設置するものとする。

３　管理責任者等
(1)防犯カメラの適正な設置運用を図るため管理責任者を置くものとする。
(2)管理責任者は、○○とする。
(3)管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置くものとする。
　※管理責任者自らが防犯カメラの取り扱いができない場合に設置
(4)操作取扱者は、○○とする。
　※又は「管理責任者が指定した者とする」

４　設置の場所等
(1)設置の場所及び設置台数
　別紙配置図のとおり、○○自治会区域内に○○台の防犯カメラを設置する。
　※配置図には、カメラの設置個所、撮影方向、撮影範囲を表示
(2)設置の標示
　防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。表示板には、設置者名と連絡先を記載するものとする。
※別紙表示例参照

５　映像の管理
(1)保管場所
　録画装置の保管場所は、○○とし、管理責任者が施錠を行うなどして適正に管理するものとする。
※録画装置が防犯カメラそのものや防犯カメラの設置されている支柱に設置されている場合については、(1)を「録画装置の保管については、管理責任者が施錠を行うなどして適正に管理するものとする。」と表記。無線ＬＡＮやインターネット回線を使用する防犯カメラの場合は、「防犯カメラの管理パスワード等を適正に管理し、ウィルス対策ソフトを最新のものにするなどセキュリティの確保に努めなければならない。」と表記。

(2)立ち入り制限
　保管場所には、管理責任者、捜査取扱者及び管理責任者が許可したもの以外は立ち入ることができない。
※録画装置の設置状況によっては、「(2) 操作の制限」とし、「管理責任者、捜査取扱者及び管理責任者が許可したもの以外は録画記録装置を操作することができない。」とする。

(3)映像の保存期間
　映像の保存期間は、〇週間とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合、保存期間を延長することができる。管理責任者は、保存を延長した時には、その理由を記録するものとする。
※画像の保存期間は、記録媒体の容量等によって異なる場合もあるため任意に設定できるものの、個人情報の取り扱いの観点から長期間の保存は望ましいものではない。

(4)画像の不必要な複製等の禁止
　記録された画像の不必要な複製や加工を行わないものとする。

６　苦情等への対応
　防犯カメラの設置・運用に対する苦情や問い合わせには、管理責任者が誠実かつ迅速に対応するもとのする。
